
                     令 和 ６ 年 ７ 月 ５ 日 

第１学年保護者 様 

                           船橋市立海神南小学校 

                     校 長  寺 田  武 央 

 

１人１台端末の持ち帰りに関するお願い 

 

時下の候、保護者の皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より

本校の教育活動にご理解ご協力いただきありがとうございます。 

さて、1 人 1 台端末の持ち帰りに関しまして、下記の内容をご確認いただき、家庭での適

切な利用にご協力いただけますようお願いします。 

 

記 

 

１ 端末貸与の条件について 

端末の貸与を受ける児童生徒は、船橋市立小・中・特別支援学校に在籍している者とし

ます。卒業、転出する際は、端末を速やかに学校へ返却するようお願いします。  

 

２ 端末の利用目的について 

貸与された端末は、児童生徒の学習及び学校との連絡手段として利用します。それ以

外の目的では利用しないようお願いします。 

 

３ 端末の利用者について 

端末を利用するのは、貸与された児童生徒本人及びその保護者であり、他者に利用さ

せないようお願いします。 

 

４ 端末の設定について  

端末は学習目的用に設定し、貸与されております。設定の変更・解除などは行わない

でください。不適切なコンテンツには、アクセスできないようにフィルタリングされて

います。 

 

５ 端末の取扱いについて  

貸与された端末を利用する際は、故障や破損のないよう十分に注意していただき、万

が一、盗難や故障及び破損した際には、速やかに学校へ報告いただけますよう、お願い

します。 

 



６ 持ち帰る曜日について 

端末は毎週末に持ち帰ります。翌週の週初めの日に端末を持たせて登校させてくださ

い。 

 

７ その他 

   学校のホームページに、以下の資料を掲載しています。「『船橋市ＧＩＧＡスクール

構想』保護者向けリーフレット」、「1人 1 台端末の活用における健康面への配慮」につ

いては必ずご一読ください。 

 

 

 

 

 

 

以下のアドレスからもアクセスできます 

https://www.city.funabashi.lg.jp/gakkou/0001/kainan-e/0003/p115849.html 

・「船橋市ＧＩＧＡスクール構想」保護者向けリーフレット 
・1 人 1 台端末の活用における健康面への配慮 
・Jamf Parent 設定方法資料（家庭で使用する場合、お子さんのタブレットに制限をかけた

りすることができます。） 
・保護者向け FAQ 


